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１ 確定申告特集号 2020 年（令和 2年）2月１日発行

　

特
集
号

　今年も確定申告の時期となりました。
　市内では、中央公民館に申告書の作成
会場を設置します。
　また、確定申告書の提出は、郵送やイ
ンターネットでも受け付けています。

 申告が必要なのはどんなひと？……１ページ
 申告会場のご案内…………………２ページ
 申告に必要な書類など……………３ページ
 市・県民税の配偶者控除・雑損控除※について
 ※台風等により家屋等が被害を受けたかた ……４ページ

令
和
２
年
２
月
発
行　
「
こ
う
ほ
う
佐
倉
」

【問い合わせ】  市民税課  ☎（484）6115

※
抜
き
取
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い

【
申
告
期
間
】
２
月
17
日 

月 

〜
３
月
16
日 

月

申
告
書
は
自
ら
作
成
し
、
早
め
の
提
出
を

※
土
・
日
曜
日
・
２
月
24
日
㈪
を
除
く

確
定
申
告
（
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
）

市
民
税
・
県
民
税（
住
民
税
）申
告

申
告
が
必
要
な
か
た
は

２
ペ
ー
ジ
へ

【
必
要
が
あ
る
か
た
】

❶ 

令
和
元
年
中
の
給
与
の
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
か
た

❷ 

１
か
所
か
ら
給
与
を
も
ら
い
、
給
与
所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
各
種

所
得
金
額（
営
業
所
得
な
ど
）の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
か
た

❸ 

２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
い
、
年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
給
与

の
収
入
金
額
と
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
と

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
か
た

❹ 

月
々
の
給
与
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
ず
、
所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
か
た

❺ 

各
種
所
得
の
合
計
額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た
結
果
、残
額
が

あ
る
か
た

※「
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、か
つ
、公
的
年

金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
」の
場
合
は
不

要
（
海
外
年
金
を
含
む
場
合
を
除
く
）
で
す
。
た
だ
し
、
申
告
に
よ
り

還
付
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

【
必
要
が
な
い
か
た
】
※
市
・
県
民
税
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

① 

収
入
が
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
で
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
か
た 

② 

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
所
得
が
な
い
か
た（
遺
族
・
障
害
年
金
、

失
業
保
険
給
付
金
は
課
税
対
象
外
）

 

確
定
申
告

問
成
田
税
務
署

☎
０
４
７
６（
２
８
）５
１
５
１

【
必
要
が
あ
る
か
た
】

　

令
和
２
年
１
月
１
日
に
市
内
在
住
で
、
次
に
該
当
す
る
か
た

1 

給
与
所
得
者
で
は
な
く
、
所
得
税
の
か
か
ら
な
い
金
額
の
所
得
が

あ
っ
た
か
た（
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
な
ど
）

2 

給
与
所
得
者
で
、
そ
の
ほ
か
の
所
得
の
合
計
額
が
20
万
円
以
下
の
か
た

【
申
告
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る
か
た
（
必
須
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）】

1 

別
世
帯
の
か
た
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
か
た

2 

前
年
中（
令
和
元
年
中
）に
収
入
が
な
く
、ど
な
た
の
扶
養
に
も
な
っ

て
い
な
い
か
た（
申
告
書
は
、
国
民
健
康
保
険
税（
料
）や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
な
ど
の
算
定
資
料
を
兼
ね
ま
す
）

3 

市
・
県
民
税
に
つ
い
て
受
け
る
控
除
の
あ
る
か
た

【
必
要
が
な
い
か
た
】

01 

確
定
申
告
を
し
た
か
た

02 

収
入
が
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
か
ら「
給
与
支
払
報
告
書
」が

市
役
所
に
提
出
さ
れ
て
い
る
か
た

03 

同
一
世
帯
の
か
た
の
確
定
申
告
書
、
市
・
県
民
税
申
告
書
、
勤
務
先

か
ら
の
給
与
支
払
報
告
書
に
扶
養
親
族
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
た

 

市
民
税
・
県
民
税
申
告
問
市
役
所
市
民
税
課

 

☎（
４
８
４
）６
１
１
５

申
告
が
必
要
な
の
は
ど
ん
な
ひ
と
？
（
左
図
参
照
）

☜
申
告
書
を
配
布
中
で
す（
３
月
16
日
㈪
ま
で
）

▼
確
定
申
告
書 

市
役
所
１
号
館
２
階
、
中
央
公
民
館

（
２
月
17
日
㈪
〜
配
布
） 

※
数
に
限
り
あ
り
。
税
務
署
か
ら

郵
送
可
。国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可 

▼
市
・
県
民
税
申
告
書 

市
民
税
課
、
各
出
張
所
・
派
出
所
・

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、中
央
公
民
館（
２
月
17
日
㈪
〜
配
布
）

※
昨
年
中
に
令
和
元
年
度
市
・
県
民
税
申
告
書
を
提
出

し
た
か
た
に
は
１
月
28
日
㈫
、
同
申
告
書
を
発
送
し
ま

し
た

※この図は一般的な事例です。当てはまらない事例や載っていない事例もありますの
で、不明な点は、市民税課へお問い合わせください

図で確認！
あなたはどの申告が必要でしょうか？

市民税・県民税の
申告は不要です

申告は不要です 市民税・県民税の申
告が必要な場合あり。
右記 1～3参照

勤務先で年末調
整を済ませた

市民税・県
民税の申告
が必要です

対象　令和２年 1月 1日に、佐倉市に住民票があるかた

確定申告が必要です

確定申告が
必要です

いいえ

確定申告が必要です（市民
税・県民税の申告は不要）

市民税・県民税
の申告が必要な
場合があります

公的年金等を受給されているかた

申告は不
要です

3ページ下段「公的年金等を受給され
ているかたへ」を参照してください

はい

いいえ

スタート

確
定
申
告

市
民
税
・
県
民
税
申
告

　
下
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
参
考
に
、
確

定
申
告
や
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
が
必

要
か
ど
う
か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

申
告
が
必
要
な
か
た
は
早
め
に
準
備

し
、
期
間
内
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

作成コーナー

1

いいえ

給与収入がある 公的年金収入がある

市内に住む親族に扶養されている

給与以外に
農業・不動
産など他の
所得がある

年末調整され
ていない控除
（医療費控除な
ど）を申告する

公的年金等に係る雑所得以外の
所得金額が 20 万円以下

所得税が源泉徴収されている

所得税の還
付がある

×

〇

×

〇

〇

〇
〇

〇

はい

〇

〇

〇

〇

〇

はい

×

×

×

×

×

×

××

公的年金等の収入金額が４００万円以下

令和元年中に収入がある

税務署へ所得税の確定申告書
を提出する（還付申告含む）

×
給与・年金以外の収入がある
かたは、確定申告が必要な場
合あり。右記 ❺参照

×

〇

×

他の所得
が 20 万円
を超える

確定申告が必
要な場合あり。
右記 ❸参照

〇
２か所以上からの
給与収入がある
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左
記
の
申
告
は

「
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
」へ

中
央
公
民
館
で
は
作
成
で
き
ま
せ
ん

佐倉市役所

佐倉高校
歴博

市立美術館

旧堀田邸
印旛合同庁舎

京成佐倉

ＪＲ佐倉

バス停
「岩渕薬品
　　　本社前」

確定申告特集号 ２ 2020 年（令和 2年）2月１日発行

市
民
税
・
県
民
税
申
告
出
張
相
談
会

日
時
・
場
所 

▼
２
月
３
日
㈪
午
前
９
時
30

分
〜
正
午 

和
田
ふ
る
さ
と
館 
▼
２
月
３

日
㈪
午
後
１
時
30
分
〜
４
時 

弥
富
公
民
館

問
い
合
わ
せ 

市
民
税
課

☎（
４
８
４
）６
１
１
５

　
申
告
書
の
作
成
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、

中
央
公
民
館
ま
た
は
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成

田（
成
田
市
）に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
会
場
に
よ
っ
て
、
作
成
や
提
出
で
き
る

申
告
書
が
異
な
り
ま
す
。

◆
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田

２
階「
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
」

（
成
田
市
ウ
イ
ン
グ
土
屋
24
）

確
定
申
告
書
の

作
成
・
相
談
・
提
出

◆
成
田
税
務
署

（
成
田
市
加
良
部
１̶

15
）

確
定
申
告
書
の
提
出

期
間　
２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
２
月
24
日
㈪
・
３
月
１
日
㈰
は
開
場

時
間　

▼
作
成・相
談 

午
前
９
時
〜
午
後
４
時 

▼
提
出
の
み 

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
午
前
10
時
前
に
来
場
す
る
か
た
へ
】

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
専
門
店
街
の
開
店

時
間
は
午
前
10
時
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、

午
前
９
時
〜
10
時
ま
で
は
立
体
駐
車
場
３

階
の
連
絡
通
路
か
ら
入
る
、
モ
ー
ル
２
階

「
Ｃ
」入
口
が
専
用
入
口
に
な
り
ま
す
。

※
初
日
と
最
終
週
は
、
特
に
混
雑
が
予
想

さ
れ
ま
す

〈
バ
ス
案
内
〉…
京
成
成
田
駅
中
央
口（
西

口
） 

６
番
乗
り
場
か
ら
千
葉
交
通
バ
ス「
イ

オ
ン
モ
ー
ル
成
田
行
き
」乗
車（
約
10
分
）。

「
モ
ー
ル
東
・
イ
オ
ン
成
田
店
」下
車
。

期
間　
２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

※
土
・
日
曜
日
、
２
月
24
日
㈪
を
除
く

時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
時
間
外
は
収
受
箱
に
提
出
可
）

期
間　
１
月
27
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

※
土
・
日
曜
日
開
庁
、
月
曜
日
、
祝
日
を
除
く

時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

期
間　
２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

※
土
・
日
曜
日
、
２
月
24
日
㈪
を
除
く

時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◆
佐
倉
市
役
所１

号
館
２
階
ロ
ビ
ー

確
定
申
告
書
、
市
民
税
・

県
民
税
申
告
書
の
提
出

◆
市
内
各
出
張
所
・
派
出
所

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の

提
出

◆
佐
倉
・
西
志
津

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の

提
出

期
間　
１
月
27
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
２
月
24
日
㈪
を
除
く

時
間　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
申
告 

（
年
末
調
整
済
み
の
も
の
を
除
く
）

▼
雑
損
控
除
の
申
告 

▼
外
国
税
額
控
除
の
申
告 

▼
ふ
る
さ
と
納
税
以
外
の
寄
附
金
控

除
の
申
告 

▼
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
利
子
、
配
当
、

譲
渡
、
一
時
、
退
職
所
得
に
関
す
る
申
告 

▼
先
物
取
引
の
申
告 

▼
贈
与
税
、
消
費
税
の
申
告 

▼
準
確
定
申
告
（
亡
く
な
ら
れ
た
か
た・

国
外
に
転
出
さ
れ
た
か
た
に
係
る
申
告
）

▼
平
成
30
年
分
以
前
の
申
告 

▼
そ
の
他
計
算
が
複
雑
な
申
告
や
税

務
署
の
判
断
を
要
す
る
内
容
の
申
告

期
間　

２
月
17
日
月 

〜
３
月
16
日
月

※
土
・
日
曜
日
、
２
月
24
日
㈪
を
除
く

時
間　
▼
作
成
受
付 

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時

 　

     

▼
提
出
の
み 

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場
所　
▼
作
成 

３
階
学
習
室 

▼
提
出 

３
階
学
習
室
前

※
作
成
は
専
用
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
、
申
告
者
の
皆
さ
ん
に
ｅ
ー
Ｔ
ａ

ｘ
で
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
市
職
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

※
会
場
で
は
、
市
役
所
職
員
が
対
応
す
る
た
め
、
申
告
で
き
な
い
内
容

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い

▼
市
・
県
民
税
申
告 

▼
確
定
申
告（
令
和
元
年
中
の
収
入
が「
給
与
」・「
公
的
年
金
」の
か
た
）

申
告
会
場
の
ご
案
内

 

中
央
公
民
館
で
作
成（
申
告
）で
き
る
内
容

▶京成佐倉駅南口 徒歩 25分 
・路線バス「岩渕薬品本社前」 下車徒歩 10分

▶ＪＲ佐倉駅北口 徒歩 25分
・路線バス「岩渕薬品本社前」 下車徒歩 10分

中央公民館へのアクセス
（鏑木町 198-3）

◆
中
央
公
民
館
（
午
前
９
時
開
館
）

確
定
申
告
書
、
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の

作
成
・
提
出

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
が
、

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制（
医
療
費
控
除
の
特
例
）を
受
け
る

場
合
は「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
」が
、
そ
れ
ぞ

れ
必
要
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
両
方
を
同
時
に
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
申
告
を
さ
れ
る
か
た
が
、
選
択
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
中
央
公
民
館
で
申
告
を
さ
れ
る
か
た
は
、
医
療
費

の
合
計
額
を
計
算
し
た
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
さ
れ
た「
医
療

費
通
知
」（「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」な
ど
）を
添
付

す
る
と
、
そ
の
記
載
分
に
つ
い
て
明
細
の
記
入
を

省
略
で
き
ま
す
。

《
明
細
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き
ま
す
》

　

医
療
費
を
受
け
た
か
た
の
氏
名
や
病
院
名
な
ど

を
記
載
す
る
も
の
で
す
。
用
紙
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.nta.go.jp/

）
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

・
領
収
書
は
５
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い（
医
療
費

通
知
を
添
付
し
た
場
合
は
保
管
不
要
）。

・
医
療
費
控
除
の
特
例
を
申
告
す
る
場
合
、
申
告

す
る
か
た
が
令
和
元
年
中
に
特
定
健
康
診
査
、
予

防
接
種
、
定
期
健
康
診
断
、
が
ん
検
診
の
う
ち
い

ず
れ
か
一
つ
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
の
添
付
ま
た
は
提
示
が
必
要
で
す
。

◆
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　
※
医
療
費
の
領
収
書
を
添
付
し
て
申
告
で
き
る
の
は
、
令
和
元
年
分
ま
で

　
確
定
申
告
書
の
第
２
表
「
住
民
税（
・
事

業
税
）に
関
す
る
事
項
」に
必
要
事
項
を
記

載
し
な
い
と
、
市
民
税
・
県
民
税
で
控
除

な
ど
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

【
そ
の
ほ
か
の
主
な
記
載
事
項
】

▼
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

▼
配
当
割
額
控
除
額
、
株
式
等
譲
渡
所

得
割
額
控
除
額
…
上
場
株
式
な
ど
の
配

当
所
得
、
譲
渡
所
得
を
申
告
す
る
か
た

で
、
特
別
徴
収
さ
れ
た
市
民
税
・
県
民

税
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
各
金
額
を
記
載

▼
寄
附
金
税
額
控
除
…
前
年
中
に
行
っ

た
寄
附
が
市
・
県
民
税
の
控
除
対
象
と

な
る
場
合
は
、
寄
附
金
額
を
記
載
。
ふ

る
さ
と
納
税
は
、「
都
道
府
県
・
市
区
町

村
分
」
に
寄
附
金
額
を
記
載
。

※
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
を
申
請
し
た
か

た
も
、
確
定
申
告
ま
た
は
市
・
県
民
税

申
告
を
す
る
場
合
は
、
改
め
て
寄
附
金

控
除
の
申
告
が
必
要
で
す

◆
控
除
を
受
け
る
た
め
に

「
住
民
税
に
関
す
る
事
項
」
の
記
載
を
忘
れ
ず
に

医療費控除の明細書の記載例（国税太郎さんの例）
⑴医療を受
けたかたの
氏名

⑵病院・薬
局などの支
払先の名称

⑶医療費 の区分 ⑷支払った
医療費の額

国税 太郎 ●●病院 ☑診療・治療 □介護保険サービス 
□医薬品購入 □その他の医療費 3,000 円

同上 ●▲薬局 □診療・治療 □介護保険サービス 
☑医薬品購入 □その他の医療費 780円

国税 花子 ◇◇診療所 ☑診療・治療 □介護保険サービス 
□医薬品購入 □その他の医療費 1,560 円

2

セルフメディケー
ション税制の対象
識別マーク

【
平
成
30
年
分
か
ら
の
新
規
記
載
事
項
】

▼
同
一
生
計
配
偶
者
…
合
計
所
得

金
額
が
１
０
０
０
万
円（
給
与
収
入

１
２
２
０
万
円
）を
超
え
る
納
税
者
本

人
と
同
一
生
計
で
、
合
計
所
得
金
額
が

38
万
円
以
下
の
配
偶
者
の
か
た

※
申
告
を
し
な
い
と
、市
で
扶
養
情
報
を

把
握
で
き
ず
、配
偶
者
の
非
課
税
証
明
書

を
窓
口
で
発
行
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
収

入
の
な
い
か
た
に
つ
い
て
、「
０
」
が
記

載
さ
れ
た
非
課
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合

は
別
途
、
市
県
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。
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申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
か
た

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
か
た

個
人
番
号
確
認
書
類

・
通
知
カ
ー
ド

・
住
民
票
の
写
し
ま
た
は

　
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

（
個
人
番
号
の
記
載
が
あ
る
も
の
）

　
な
ど
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
つ

身
元
確
認
書
類

・
運
転
免
許
証

・
健
康
保
険
証

・
年
金
手
帳

・
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証

・
障
害
者
手
帳

　
な
ど
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
つ

　
「
個
人
番
号
確
認
書
類
」と「
身
元
確

認
書
類
」が
必
要
で
す
。

＋

本
人
確
認
書
類

《
申
告
書
の
郵
送
先
・
問
い
合
わ
せ
》

●
確
定
申
告　
〒
286̶

８
５
０
１ 

成
田
市
加
良
部
１̶

15 

成
田
税
務
署 

☎
０
４
７
６（
２
８
）５
１
５
１

●
市
民
税
・
県
民
税
申
告　
〒
285̶

８
５
０
１ 

佐
倉
市
役
所
市
民
税
課 ☎（

４
８
４
）６
１
１
５

※
控
え
の
返
送
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
返
信
用
封
筒
（
宛
名
記
入
・
切
手
貼
付
）を
同
封
し
て
く
だ
さ
い

　

申
告
に
は
、
個
人
番
号(

マ
イ
ナ
ン
バ
ー)

の
記
載
と
本
人
確
認

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

項
目

持
ち
物
・
必
要
書
類

申
告
者
全
員

 

※
本
人
確
認
書
類
以
外
は
、
中
央
公
民

館
・
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
で
作
成
・
提

出
す
る
か
た
の
持
ち
物
で
す

□ 

申
告
者
本
人
の
確
認
書
類

□ 

印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

□ 

計
算
機　
□ 

筆
記
用
具

□ 

申
告
者
本
人
の
振
込
先
口
座
の
わ
か
る
も
の（
申
告
者
名
義

　
 

の
預
貯
金
の
通
帳
な
ど
）

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
た
こ
と
の
あ
る
か
た

□ 
利
用
者
識
別
番
号
と
暗
証
番
号
の
わ
か
る
も
の

代
理
人
の
か
た（
本
人
分
以
外
の
申

告
を
す
る
か
た
…
配
偶
者
分
な
ど
を
代

理
申
告
す
る
か
た
）

□ 
申
告
す
る
か
た（
本
人
）の
個
人
番
号
確
認
書
類
の
写
し

□ 

代
理
人
の
身
元
確
認
書
類

□ 

代
理
権
確
認
書
類
（
委
任
状
な
ど
）

所
得
関
係

給
与
所
得
者
・

公
的
年
金
受
給
者

□ 

令
和
元
年
分
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

□ 

令
和
元
年
分
の
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

控
除
関
係

社
会
保
険
料
控
除

□ 

令
和
元
年
分
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
（
原
本
）

□ 

国
民
健
康
保
険
税
（
料
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
令

　

 

和
元
年
中
の
支
払
額
が
わ
か
る
も
の
（
例
：
領
収
書
、
市

　

 

か
ら
送
付
し
た「
年
間
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
）

□ 

令
和
元
年
中
の
介
護
保
険
料
の
支
払
額
が
分
か
る
も
の（
領

　

 

収
書
な
ど
）

生
命
保
険
料
控
除
・

地
震
保
険
料
控
除

□ 

令
和
元
年
分
の
支
払
い
保
険
料
の
控
除
証
明
書
（
原
本
）

配
偶
者
（
特
別
）
控
除
・

扶
養
控
除

□ 

申
告
す
る
か
た（
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
な
ど
）の

　

 

個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の

医
療
費
控
除

□ 

令
和
元
年
分
医
療
費
控
除
の
明
細
書
ま
た
は
医
療
費
通
知

医
療
費
控
除
の
特
例

（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
）

□ 

令
和
元
年
分
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書

　

 

ま
た
は
医
療
費
通
知

□ 

令
和
元
年
中
に
行
っ
た
健
康
の
保
持
増
進
や
疾
病
の
予
防

　

 

へ
の
取
り
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
健
康
診
断
の
結
果

　

 

通
知
表
や
予
防
接
種
の
領
収
書
な
ど
）

障
害
者
控
除

□ 

障
害
者
手
帳　
ま
た
は

□ 

障
害
者
控
除
等
対
象
者
認
定
書

寄
附
金
控
除

（
ふ
る
さ
と
納
税
の
み
）

□ 

ふ
る
さ
と
納
税
で
支
払
っ
た
金
額
の
わ
か
る
も
の

　

※
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
を
申
請
し
た
か
た
も
、
確
定
申
告
や
市
・

　

県
民
税
申
告
を
す
る
場
合
に
は
、
改
め
て
申
告
が
必
要
で
す

そ
の
ほ
か

□ 

そ
の
ほ
か
控
除
の
申
告
に
必
要
な
領
収
書
、控
除
証
明
書 （
原
本
）

□ 

昨
年
確
定
申
告
を
し
た
か
た
は
、
そ
の
控
え

□ 

税
務
署
か
ら
送
ら
れ
た「
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
」
な
ど

※
中
央
公
民
館
や
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
に
来
場
さ
れ
る
か
た
は
、
種
類
ご
と
に
書
類
を
分
け
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い

※
源
泉
徴
収
票
に
つ
い
て
、
提
出
の
み
の
場
合
は
添
付
、
提
示
を
要
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た

代
理
人
が
申
告
す
る
場
合
の
追
加
書
類

・
本
人（
申
告
者
）の
個
人
番
号
確

認
書
類
の
写
し

・
代
理
人
の
身
元
確
認
書
類

・代
理
権
確
認
書
類（
委
任
状
な
ど
）

＋

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
だ
け

で
本
人
確
認
が
で
き
ま
す
。

※
写
し
は
両
面
必
要

 

期
限
内
に
申
告
を
し
な
い
と
ど
う
な
る
の
？

▼
市
民
税
・
県
民
税
の
課
税
計
算
が
遅
れ
る

こ
と
で
納
期
回
数
が
少
な
く
な
り
、
１
回
の

納
付
額
が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
所
得
証
明
書
な
ど
の
税
証
明
を
発
行
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
国
民
健
康
保
険
税（
料
）や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
正
し
い
額

を
算
出
で
き
ず
、
軽
減
が
適
用
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
国
民
年
金（
障
害
基
礎
年
金
・
老
齢
福
祉

年
金
・
保
険
料
免
除
な
ど
）
や
各
種
福
祉
手

当
の
所
得
調
査
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼
一
定
の
期
間
内
で
な
い
と
、
申
告
で
き

な
い
所
得
や
控
除
が
あ
り
ま
す
。

◆
公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
か
た
へ

◆
「
要
介
護
認
定
」 を
受
け
た
か
た
へ

税
控
除
の
た
め
の
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

3

　
公
的
年
金
等
の
収
入
額
が
４
０
０
万
円
以

下
で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
り
、
所
得
税

の
還
付
を
受
け
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、市・

県
民
税
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ

て
い
な
い
控
除
（
生
命
保
険
料
控
除
や
地
震

保
険
料
控
除
な
ど
）
が
あ
る
場
合

▼
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
年
金
等
に
係
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合

※
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
未
提
出
や
未
訂
正

に
よ
り
、
扶
養
親
族
等
の
情
報
が
反
映
さ
れ

ず
、
受
給
者
の
実
態
と
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
申
告
を
し
な
い
と

控
除
額
が
反
映
さ
れ
ず
に
税
額
計
算
さ
れ
ま

す
の
で
、源
泉
徴
収
票
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

か
た
が
要
介
護
認
定
を
受
け
た
場
合
、
税

控
除
の
た
め
の
認
定
書
を
発
行
で
き
ま
す
。

　

確
定
申
告
や
年
末
調
整
の
際
に
認
定
書

を
添
付
す
る
こ
と
で
、
税
の
控
除
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
令
和
元
年
分
の
申
告
に
用
い
る
認
定
書

は
、
令
和
元
年
12
月
31
日
時
点
で
の
介
護

度
を
基
準
に
判
定
し
発
行
し
ま
す

対
象　

要
介
護
１
〜
５
に
認
定
さ
れ
た
65

歳
以
上
の
か
た
で
、
市
で
定
め
た
一
定
の

基
準
を
満
た
す
か
た

※
基
準
な
ど
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

申 

問 

高
齢
者
福
祉
課
や
各
出
張
所
で
配
布

す
る
申
請
書
を
記
入
の
上
、
郵
送
ま
た
は

持
参
で
、
〒
285
│

８
５
０
１ 

市
役
所
高
齢
者

福
祉
課
☎（
４
８
４
）１
７
７
１
へ 

※
審
査
後
、
該
当
者
に
認
定
書
を
送
付

※
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
中
央
公
民
館
で
申
告
す
る
場
合

⬇ 

本
人
確
認
書
類
を
提
示

▼
市
役
所
や
出
張
所
の
窓
口
で
提
出
す
る
場
合

⬇ 

本
人
確
認
書
類
の
写
し
を
添
付

▼
郵
送
で
提
出
す
る
場
合　

   

⬇ 

本
人
確
認
書
類
の
写
し
を
添
付

　

佐
倉
市
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
と

そ
の
世
帯
主
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
と
そ
の
か
た
と
生
計
を
共
に
さ

れ
て
い
る
家
族
は
、
市
民
税
・
県
民
税
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

収
入
が
な
か
っ
た
か
た
、
収
入
が
障
害

年
金
、
遺
族
年
金
、
雇
用
保
険
の
失
業
給

付
金
等
の
非
課
税
所
得
の
み
だ
っ
た
か
た

は
市
民
税
・
県
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

　

申
告
を
さ
れ
な
い
場
合
、
保
険
税
（
料
）

の
軽
減
が
適
用
さ
れ
な
い
、
自
己
負
担
限

度
額
が
高
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
国
民
健
康
保
険
の
か
た

☎
（
４
８
４
）
６
１
２
５

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
か
た

☎
（
４
８
４
）
６
１
３
６

◆ 

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
被
保
険
者
と
そ
の
家
族
の
か
た
へ

➡
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▶雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が１０００万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法によ
る所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。

 確定申告特集号　４2020 年（令和 2年）2月１日発行

市
民
税･

県
民
税
の

配
偶
者
控
除
等
に
つ
い
て

 

よ
く
あ
る
ご
質
問　
Ｑ
＆
Ａ

Q 

私
の
配
偶
者
は
パ
ー
ト
で
働
い
て

い
ま
す
が
、
年
間
収
入
が
そ
れ
ぞ
れ

い
く
ら
ま
で
な
ら
、
配
偶
者
控
除
が

適
用
に
な
り
ま
す
か
。

A 

納
税
者
本
人（
質
問
者
の
か
た
）
の

所
得
が
１
０
０
０
万
円
以
下
で
、
配
偶

者
の
か
た
の
年
間
パ
ー
ト
収
入（
給
与

収
入
）が
、
１
０
３
万
円
以
下
で
あ
れ

ば
、
市
民
税
・
県
民
税
、
所
得
税
の

配
偶
者
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。《
表

１
参
照
》

　

収
入
１
０
３
万
円
を
超
え
た
場
合

で
も
、
２
０
１
万
６
０
０
０
円
未
満

で
あ
れ
ば
、
配
偶
者
特
別
控
除
を
受

け
ら
れ
ま
す
。《
表
２
参
照
》

　
配
偶
者
控
除
と
配
偶
者
特
別
控
除
に
つ
い
て
、
条
件
と
控

除
額
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。（
平
成
29
年
度 

税
制
改
正
）

　
控
除
対
象
と
な
る
配
偶
者
の
控
除
等
は
、
左
記
の
表
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

《表２》　配偶者特別控除の控除額

配偶者（扶養されるかた）の
合計所得金額

納税者本人（扶養するかた）の合計所得金額

900万円以下
（1,120 万円以下）

900万円超
 950 万円以下
（1,120 万円超 
1,170 万円以下）

950万円超 
1000 万円以下
（1,170 万円超
1,220 万円以下）

38万円超　90万円以下
（103万円超 155 万円以下） 33万円 22万円 11万円
90万円超　95万円以下
（155万円超 160 万円以下） 31万円 21万円 11万円
95万円超　100万円以下
（160万円超 166 万 8000円未満） 26万円 18万円 9万円
100万円超　105万円以下
（166万 8000円以上 175 万 2000円未満） 21万円 14万円 7万円
105万円超　110万円以下
（175万2000円以上 183万円2000円未満） 16万円 11万円 6万円
110万円超　115万円以下
（183万 2000円以上 190 万 4000円未満） 11万円 8万円 4万円
115万円超　120万円以下
（190万 4000円以上 197 万 2000円未満） 6万円 4万円 2万円
120万円超　123万円以下
（197万2000円以上　201万6000円未満） 3万円 2万円 1万円

　

配
偶
者
の
か
た
の
合

計
所
得
金
額
が
、
38
万

円
超
〜
１
２
３
万
円
以

下（
給
与
収
入
１
０
３
万

円
超
〜
２
０
１
万
６
０

０
０
円
未
満
）の
場
合
、
配
偶
者
特
別

控
除
は
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
扶
養
人

数
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
市
民
税
・
県
民
税
の

非
課
税
判
定
で
、
扶
養
者
の
人
数
に

含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
配
偶
者
の
か
た
が
障
害
を

お
持
ち
の
場
合
で
も
、
納
税
者
本
人

（
扶
養
す
る
か
た
）に
障
害
者
控
除
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

《表 3》　控除の早見表
納税者本人（扶養
するかた）の
合計所得金額

配偶者（扶養されるかた）
の合計所得金額

配偶者（扶養されるかた） 納税者本人（扶養するかた）

所得税 市民税・
県民税

配偶者
控除

配偶者
特別控除

 1000 万円以下
（1,220 万円以下）

31 万 5000円以下
（96万 5000円以下） かからない 受けられる 受けられない

31万 5000円超 38万円以下
(96万5000円超103万円以下） かからない かかる（注） 受けられる 受けられない

38万円超 123万円以下
（103万円超201万6000円未満） かかる（注） 受けられない 受けられる

123万円超
（201万 6000円以上） かかる（注） 受けられない

1000 万円超
（1,220 万円超）

31 万 5000円以下
（96万 5000円以下） かからない 受けられない

31万 5000円超 38万円以下
(96万5000円超103万円以下） かからない かかる

（注） 受けられない

38万円超 123万円以下
（103万円超201万6000円未満） かかる（注） 受けられない

123万円超
（201万 6000円以上） かかる（注） 受けられない

（注）扶養親族数や生命保険料控除などの金額によって、かからない場合があります

《表１》　配偶者控除の控除額

配偶者の
合計所得金額
38万円以下

（103万円以下）

納税者本人（扶養するかた）の合計所得金額

900万円以下
（1,120 万円以下）

900万円超 
950 万円以下
（1,120 万円超 
1,170 万円以下）

950万円超 
1,000 万円以下
（1,170 万円超
1,220 万円以下）

一般の配偶者 33万円 22万円 11万円

70歳以上の配偶者※ 38万円 26万円 13万円

※昭和 25年 1月 1日以前に生まれたかた

4

合
計
所
得
金
額
38
万
円
が

扶
養
の
判
定
ラ
イ
ン
で
す

《
表
３
参
照
》

　

台
風
等
に
よ
り
家
屋
等
が
被
害
を
受
け
た
か
た

は
、
令
和
元
年
分
の
確
定
申
告
に
お
い
て
、
雑
損
控

除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
佐
倉
市
の
申
告
書
作
成
会
場
で
は
お
受
け
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
が
更
に
便
利
に

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専
用
画
面
も
登
場

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
入

力
す
る
こ
と
で
、
確
定
申
告
書
を
作
成
で
き

ま
す
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に

最
適
化
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
申
告
書
を
作
成
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
な
く
て
も

ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
が

利
用
で
き
る
「
Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー

ド
方
式
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
利
用
に
は
税
務
署

で
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

作成コーナー
詳しくは検索！

雑
損
控
除
に
つ
い
て

5
　
雑
損
控
除
で
き
る
資
産
（
住
宅
、
家
財
）
は
一
定

の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

▼
被
害
を
受
け
た
資
産
の
所
有
者　
納
税
者
本
人
の

資
産
、
も
し
く
は
納
税
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
そ
の
ほ
か
の
親
族
で
、
前
年
中
の
総
所
得
金
額
等

が
38
万
円
以
下
の
者
の
資
産
で
あ
る
こ
と
。

▼
資
産
の
内
容　
日
常
生
活
に
必
要
な
家
具
、設
備
、

衣
類
、
什
器
、
書
籍
、
冷
暖
房
装
置
、
車
両
、
堀
、
墓
、

住
宅
な
ど
の
資
産
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
棚
卸
資
産

や
事
業
用
固
定
資
産
、
高
額
な
宝
石
や
別
荘
な
ど
の

「
生
活
に
通
常
必
要
で
な
い
資
産
」
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
。
保
険
金
等
で
補
填
さ
れ
る
金
額
は
、
損
害

金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

●
雑
損
控
除
で
き
る
資
産

●
雑
損
控
除
の
額
の
計
算

　
雑
損
控
除
の
額
は
、
次
の
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の

金
額
と
な
り
ま
す
。

▼
損
失
の
金
額-

保
険
金
等
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

-

総
所
得
金
額
等
の
10
％

▼
災
害
関
連
支
出
の
金
額-

５
万
円

※
災
害
関
連
支
出
と
は
、
災
害
に
よ
り
損
壊
し
た
住

宅
家
財
の
取
壊
し
、
除
去
費
用
や
、
原
状
回
復
費
用
、

損
壊
防
止
費
用
な
ど
の
災
害
に
関
連
し
て
や
む
を
得

な
い
支
出
の
こ
と

●
雑
損
控
除
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

　

確
定
申
告
書
に
雑
損
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載

す
る
と
と
も
に
、
災
害
等
に
関
連
し
た
や
む
を
得
な

い
支
出
の
金
額
の
領
収
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る

か
、
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
市
・
県
民
税
の
軽
減

　
確
定
申
告
が
不
要
な
か
た
で
も
、
雑
損
控
除
に
つ

い
て
市
・
県
民
税
の
申
告
を
行
う
こ
と
で
税
額
が
軽

減
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆用語解説
▶給与収入　会社員の場合の１月
１日～ 12 月 31 日の年間の給与と
賞与の合計額。年収のこと。
▶給与所得　給与収入から給与所
得控除を差し引いた金額
▶合計所得金額　給与所得や不動
産所得などすべての所得の合計金
額（非課税所得を除く）

※表の（ ）内は、給与所得のみの
場合の給与収入金額

問
い
合
わ
せ

確
定
申
告 

成
田
税
務
署
☎
０
４
７
６（
２
８
）５
１
５
１

市
・
県
民
税
申
告 

市
民
税
課
☎（
４
８
４
）６
１
１
５
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